
  消費税率引上げに伴う、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、
社会保障施策に要する経費へ充てるものとされている。
　令和８年度一般会計当初予算においては、地方消費税交付金（社会保障財源分）を、
次のとおり社会保障施策関係経費へ充当する。

（単位：千円）

2,584,848 1,568,912 0 69,067 946,869

2,276,649 1,308,611 32,600 124,625 810,813

1,754,968 1,381,663 0 16,000 357,305

8,776,518 4,543,207 32,600 291,590 3,909,121 740,291

件　 名 　令和８年度　地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途

令和８年度地方消費税交付金（社会保障財源分）当初予算額 ７４０，２９１千円

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

01 社会福祉費

03 児童福祉費

04 生活保護費

合　　　計

款 項
令和８年度
当初予算額

国・道
支出金

市　債 その他
地方消費税交付
金（社会保障財
源分）の充当額

03

740,291

02 高齢者福祉費 2,160,053 284,021 0 81,898 1,794,134
 
民
生
費


